
GVH#5×関西圏雇用労働相談センター共催個別相談会

※参加無料。創業、新事業、事業承継を検討中の経営者の方など、どなたでも参加可能です。

関西圏国家戦略特区

関西圏雇用労働相談センター

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル
8階K827号室
［相談対応時間］月曜日～金曜日の
11時から20時（祝日・年末年始を除く）
［アクセス］JR大阪駅 中央北口より徒歩10分

日時

会場

12月17日(金) 14:00 ～ 17:00

GVH#5 ※オンラインでも相談可

大阪市北区角田町1番12号阪急ファイブアネックスビル 2階

「労務管理はどうすればよいの？」「ネットの様式を流用して作ったけど雇用契約
書の内容はこれであってるの？」 「就業規則は作成しないといけないの？」「助成
金はどういう条件で貰えるの？」「テレワークなどの在宅勤務での労働時間はど
のように管理するの？」「ハラスメントの相談窓口の運用はどうしてる？」「外国人
を雇用するときの注意事項は？」など、雇用や助成金、労務管理に関する相談を
承ります。

メールアドレス： info-20@gvh-5.com
ご連絡事項：社名、氏名、ご希望の時間帯、相談方法【現地orオンライン】

ご相談内容（事前準備のため可能な範囲で）
※事前申込がない場合も、当日空き枠があればご相談可能です。

お申し込み・お問い合わせは下記メールアドレスまでご連絡ください。

（事前申込制）１4：００～17:00
（1人あたり最大30分。予めお時間を指定させていただきます。）

相談員： 社会保険労務士・KECC相談員

雇用・労務管理に関する個別相談会

mailto:info-20@gvh-5.com

